
 緑川幹線改築（下水道）事業の説明会 

 

標記の説明会における質疑応答において、皆さまからご質問やご意見をいただきました。いただいたご質問やご意見について、市の考え方を次のとおりまと

めました。今後の事業を進める上で参考とさせていただきます。また、貴重なご意見等ありがとうございました。 

 

 説明会の日時 令和２年 11月４日（水）19時から 

令和２年 11月８日（日）10時から 

 場   所 第二小学校体育館 

 参 加 者 ５名（４日） 

８名（８日） 

 

番号 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

下水道工事について 

 第１期工事の場所に、資材が置いてあると思うが、いつ片

付けられるのか。 

 第３期工事等の際に利用する資材の一部を置いています。 

２ 
 第１期工事のフェンスについては、いつまで設置する予定

なのか。 

 第３期工事の時に、作業ヤードとして使用する予定となっ

ています。 

３ 

 第１、２期工事の跡地は、砂利が敷いてある状態だが、ア

スファルトは、いつ舗装されるのか。全て工事が終わった

後に、まとめてアスファルトが舗装されるのか。 

 第３期工事の際に、跡地は作業ヤードとして使用します。

作業ヤードとしての使用が終わった際に、アスファルトを

舗装する予定です。したがって、緑川幹線の工事が全て終

わってからではなく、段階的にアスファルト舗装を仕上げ

ていく予定です。 

 



４ 

下水道工事について 

 令和２年度も約 2/3が過ぎようとしているが、第３期工事

については、今年度中に終わるのか。まだ進捗していない

ように見えるが、どのようになっているのか。 

 現時点では、施工業者が決定していない状況です。しかし、

今後については、道路管理者と調整し、工夫しながら進め

ていく予定です。業者が決定したら、自治会等に周知し、

進めていく予定です。 

５ 
 第３期工事の着手の目途が立ってから、説明会を実施する

のではないのか。 

 今回の説明会は、計画として配布資料等のように、進めて

いきたいという主旨で開催したものです。 

６ 

 第３期工事については、交差点に影響が出ると思われる

が、歩行者等の安全確保はどのようになっているのか。 

 車の南北方向の通行は封鎖し、歩行者は通れるような施工

を考えています。交通管理者との事前協議は実施してお

り、工事の時間帯は、昼間を予定しています。 

７ 

 令和２年度の第３期工事に着手していない現状で、第４期

工事に着手することは可能なのか。 

 第４期工事については、令和３年度に実施する予定です

が、第３期工事の業者が決定しないと遅れる可能性があり

ます。第３期工事の業者が決定した段階で、関係者も含め、

スケジュールを調整していきます。また、業者が決定次第、

周辺住民や地元自治会を通じて工事説明をしていく予定

です。 

８ 

 第４、５期工事が終わった後、跡地については、どのよう

になるのか。 

 第４、５期工事の進捗にもよりますが、当面は下水道工事

の作業ヤードとして使用していく予定です。 

 

 

 

 



９ 下水道工事について 

 第６期工事から、工事箇所が東へ移る理由は何か。  東側の上部について、都市計画道路が計画されている理由

からです。本来であれば、上流から下流の順番に一方向で

進めば、施工管理もしやすくなりますが、東側へ移っても、

工事の危険性については、大きく変わらないと考えていま

す。 

10 駐車場について 

 駐車場については、利用出来るのか。駐車場には戻さない

のか。 

 駐車場を利用していただきありがとうございます。緑川第

五、六駐車場については、令和７年度までは利用出来る予

定です。しかしながら、令和８年度以降については、利用

できるかは明確に言えない状況です。廃止となり利用不可

となる場合、定期利用者をはじめ利用者にわかるよう、早

めに情報提供する予定です。 

11 

公園について 

 曙三第二公園については、山や木があり、近隣の子供は親

しんで使用している状況である。今後は、曙三第二公園を

廃止し、代替えとして何もない曙保育園跡地を利用するこ

とになるが、それでよいのか。 

 曙保育園跡地については、曙三第二公園に比べて、広さが

半分近くの公園となります。従来やってきた、お祭りやゲ

ートボール等については広さが小さくなるため、地元の

方々の意見を伺いながら進めていきたいと考えています。

曙三第二公園に比べ曙保育園跡地は、規模が小さいため、

100％の満足度を得られないかもしれませんが、工事を進

めていきたいと考えています。 

12 

 自治会だけではなく、なるべく多くの方に周知願いたい。

曙三第二公園は、山、古い木、藤棚等があり、親しまれて

いる公園であるため、廃止になるのは身を切られる思いで

ある。 

 

 公園を利用している方々については、ある程度認識してい

るため、なるべく多くの方に周知します。 



13 

公園について 

 地元など、皆の意見については、採用していただけるのか。  全て採用するのが理想であると思っていますが、出来るこ

とと出来ないことはあると思われますので、ご理解いただ

きたい。 

14 
 曙三第二公園は、第６、７期工事が終わったら、元に戻る

のか。 

 都市計画道路の関係上、元に戻せないと思われます。代替

として曙保育園跡地を利用できるようにする予定です。 

15 

道路について 

 東橋交差点の西側は、中央分離帯が設置されているが、完

成後の道路は同様になるのか。暫くは、第１、２期工事の

跡地のように、フェンスが設置されるのか。 

 道路整備については、明確に示せない状況です。また、下

水道整備後の復旧については、防塵対策としてアスファル

トで舗装する予定です。 

16 

 曙三第二公園については、私たちの地域コミュニティーの

場でもあり、令和５年度には廃止、その後曙保育園跡地を

代替えとして利用する予定と聞いているが、道路整備のス

ケジュールは、どのようになっているのか。 

 道路整備については、明確に示せない状況ですが、下水道

整備は先行して進めていく予定です。 

17 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 なぜ川ではないのに、緑川なのか。一度気になって、立川

市役所を伺った際に、最終的に資料館への案内をされた。 

 緑川は、旧陸軍立川飛行場の排水を目的とした、素掘りの

排水路でありました。昭和 24年に都補助河川に指定され、

昭和 30 年に緑川幹線となり、開渠だった排水路に蓋がか

けられ、下水道管渠となりました。現在は、その蓋の上を、

駐車場や公園等に利用しています。 

 

18 

 緑川幹線は、飛行場の排水を受けるのか、それとも生活排

水なのか。また、資料館で、立川駅周辺が洪水となってい

る写真を見たが、大雨の際は、大丈夫なのか。 

 緑川幹線がある場所は、合流地域となっており、生活排水

や雨の両方が流れ込みます。また、緑川幹線に流れる量に

ついては、時間 50mm で計画されています。時間 100mm や

200mmの大雨が降った際には、溢れる可能性はあると思わ

れます。 



 19 

 

 

その他 

 西砂地域の雨は、どう処理されているのか。  西砂地域は、分流地域となっており、放流先は残堀川とな

っています。また、空堀川へ放流される地域については、

整備がされていない箇所もあり、今後雨水管の整備を進め

ていく予定です。 

20 
 残堀川と緑川幹線は、接続しているのか。  接続していません。 

 


